
る
た
め
で
す
の
で
、
お
手
数
で
す

が
忘
れ
ず
に
お
願
い
し
ま
す
。

　
「
コ
ピ
ー
を
取
れ
る
場
所
が
近
く

に
な
い
」
と
い
っ
た
方
は
窓
口
で

対
応
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、

受
付
開
始
当
初
は
大
変
な
混
雑
が

予
想
さ
れ
ま
す
。
申
請
期
間
は
６

か
月
あ
り
ま
す
の
で
余
裕
を
持
っ

て
お
越
し
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�
�
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最
後
に
な
り
ま
す
が
、「
振
り
込

め
詐
欺
」
に
は
十
分
ご
注
意
く
だ

さ
い
。
市
役
所
か
ら
Ａ
Ｔ
Ｍ
（
現

金
自
動
預
払
機
）
の
操
作
を
お
願

い
し
た
り
、
手
数
料
を
求
め
る
こ

と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。
不
審

な
電
話
が
か
か
っ
て
き
ま
し
た
ら

警
察
又
は
窓
口
ま
で
ご
連
絡
を
お

願
い
し
ま
す
。

　

支
給
ま
で
も
う
少
し
お
待
ち
い

た
だ
き
ま
す
が
、
給
付
金
の
使
い

道
を
ま
だ
決
め
て
い
な
い
方
、
ぜ

ひ
市
内
商
店
で
の
お
買
い
物
を
ご

検
討
く
だ
さ
い
！

　

申
請
に
つ
い
て
不
明
な
点
が
ご

ざ
い
ま
し
た
ら
、
窓
口
（
別
館
１

階　

�
�
５
６
０
０
）
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

－７－������������	
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定
額
給
付
金
の
申
請
書
類
は
、

皆
様
の
お
手
元
に
届
き
ま
し
た
で

し
ょ
う
か
？

　

今
回
は
、
こ
の
場
を
お
借
り
し

て
申
請
に
当
た
っ
て
の
注
意
事
項

等
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

�
�
�
�
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ま
ず
給
付
金
の
支
給
方
法
で
す

が
、
基
本
的
に
「
口
座
振
込
」
と

な
り
ま
す
。
窓
口
で
現
金
を
お
配

り
す
る
映
像
を
ニ
ュ
ー
ス
等
で
ご

覧
に
な
っ
た
方
も
多
い
と
思
い
ま

す
が
、
現
金
の
保
管
の
問
題
や
取

り
違
え
の
ミ
ス
を
防
ぐ
た
め
、
金

融
機
関
の
口
座
を
持
っ
て
い
な
い

等
の
特
別
な
事
情
が
な
い
限
り
口

座
振
込
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す

の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　

申
請
書
に
は
、
�
振
込
み
を
希

望
す
る
金
融
機
関
口
座
の
通
帳
若

し
く
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
の
コ

ピ
ー
、
�
免
許
証
等
の
身
分
証
明

書
の
コ
ピ
ー
の
添
付
が
必
要
と
な

り
ま
す
。
こ
れ
は
他
人
に
よ
る

「
な
り
す
ま
し
」
を
防
ぎ
、
口
座

番
号
と
本
人
か
ど
う
か
を
確
認
す

�
�
�
�
�
�
�
�
�
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市
の
検
診
以
外
に
検
診
を
受
け

る
機
会
の
な
い
方
は
、
ぜ
ひ
受
診

し
て
く
だ
さ
い
。

　

前
回
、
各
種
が
ん
検
診
を
受
診

さ
れ
た
方
に
は
、
各
検
診
の
実
施

前
月
の
中
旬
に
受
診
券
を
郵
送
し

ま
す
。

　

前
回
未
受
診
の
方
で
今
年
度
受

診
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
健
康
増

進
課
健
康
づ
く
り
係
ま
で
電
話
に

て
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。　

�
�
�
�　

受
診
券
の
発
送
事
務

等
の
た
め
、
検
診
開
始
１
か
月
前

に
は
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

特
定
健
診
（　

歳
か
ら　

歳
対

４０

７４

象
）
は
、
各
保
険
者
で
の
実
施
と

な
り
ま
す
。
下
田
市
で
は
、
下
田

市
国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て

い
る　

歳
か
ら　

歳
の
方
と
長
寿

４０

７４

者
医
療
制
度
に
加
入
さ
れ
て
い
る

方
を
対
象
に
６
月
か
ら
８
月
に
実

施
す
る
予
定
で
す
。

　

４
月
１
日
よ
り
、「
液
晶
式
テ
レ

ビ
」 「
プ
ラ
ズ
マ
式
テ
レ
ビ
」「
衣
類

乾
燥
機
」 が
新
た
に
家
電
リ
サ
イ
ク

ル
法
対
象
品
目
に
な
り
ま
し
た
。

　

す
で
に
対
象
と
な
っ
て
い
る
、

４
品
目
と
同
様
に
、原
則
と
し
て
、

購
入
し
た
店
か
買
い
換
え
す
る
店

で
引
き
取
っ
て
も
ら
う
こ
と
と
な

り
ま
す
（
リ
サ
イ
ク
ル
料
金
＋
収

集
運
搬
料
金
が
か
か
り
ま
す
）。

・
販
売
店
不
明
の
場
合
等
は
清
掃

セ
ン
タ
ー
へ
持
ち
込
み
で
き
ま

す
が
、
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
券
＋

送
料
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

・
粗
大
ご
み
と
し
て
の
持
込
は
で

き
ま
せ
ん
。

�
�
�
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清
掃
セ
ン
タ
ー

�
�
６
６
８
６
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（対象年齢：平成２２年４月１日現在）

※７０歳以上の方及び長寿者医療制度に加入されている６５歳から６９歳の方は無料です。
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市域全域を景観計画の対象とします。

 （景観誘導ゾーン、景観重点地区以外の区域）

　景観計画（素案）についての概要や届出にあたっての景観形成基準等については、ホームページに掲載してある

ほか、建設課においても配布しています。ぜひご覧ください。

　下田に携わるすべての人に、建築物・工作物の建築や開

発行為等を行う際に、“下田まち遺産”に配慮し、良好な景

観形成に努めていただくため、市の窓口（景観担当課）へ

の事前相談を行っていただき、景観に配慮する事項（景観

配慮事項）を提出していただきます。

　また、市域全域、景観誘導ゾーン、景観重点地区のそれ

ぞれに定めた一定規模を超える行為については、景観法に

基づく届出をあわせて行っていただきます。
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　下田まち遺産が特に多い地域を景観誘導ゾーンと

して設定します。（ゾーン内の重点地区を除く区域）
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　特に貴重な下田まち遺産が集積して

いる地区を景観重点地区として設定し

ます。
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建築物の場合は、

延床面積１０�超

�����建設課都市住宅係　� �２２１９　 E-mail  kensetsu＠shimoda.shizuoka.jp
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建築物の場合は、高さ１３ｍ超

又は延床面積５００�超
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建築物の場合は、上記規模以

下のもの（延床面積１０�超）
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建築物の場合は、高さ１０ｍ超

又は延床面積３００�超
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建築物の場合は、上記規模以

下のもの（延床面積１０�超）
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